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▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

★
「
あ
な
た
の
逮
捕
状
が
出
て

い
ま
す
」
は
詐
欺
★

　
現
在
、
青
梅
警
察
署
管
内
で

は
、
非
通
知
や
「
＋
８
１
」
な

ど
の
国
際
電
話
を
使
用
し
て
携

帯
電
話
に
警
察
官
を
騙
っ
た
ウ

ソ
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。

・「
○
×
県
警
察
の
○
○
で
す
」

・「
詐
欺
事
件
の
犯
人
を
捕
ま

　
え
た
ら
あ
な
た
名
義
の
口
座

　
が
出
て
き
た
」
　

・「
あ
な
た
の
口
座
が
マ
ネ
ー

　
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
使
わ
れ
て

　
い
る
」

・「
あ
な
た
は
事
件
の
容
疑
者

　
で
す
」

・「
あ
な
た
の
口
座
に
入
っ
て

　
い
る
お
金
を
調
査
す
る
の
で

　
指
定
口
座
に
振
り
込
ん
で
下

く
だ
さ
い
」

な
ど
と
言
い
、
ト
ー
ク
ア
プ
リ

で
警
察
手
帳
や
逮
捕
状
の
写
真

を
送
付
し
て
信
じ
さ
せ
、
お
金

を
送
金
さ
せ
る
手
口
で
す
。

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
高
齢
者
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
齢
を
問
わ
ず
携
帯
電
話
を

使
用
す
る
方
な
ら
誰
で
も
電
話

を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

○
警
察
が
非
通
知
で
電
話
を
掛

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
警
察
官
は
公
務
で
ト
ー
ク
ア

プ
リ
は
使
い
ま
せ
ん
。

○
警
察
手
帳
の
写
真
を
送
っ
た

り
は
し
ま
せ
ん
。

○
逮
捕
状
や
令
状
を
ス
マ
ホ
で

示
し
ま
せ
ん
。

＊
こ
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
た

場
合
は
、
相
手
の
所
属
・
氏
名

等
を
確
認
し
必
ず
最
寄
り
の
警

察
署
に
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。 

※
問
い
合
わ
せ
は
、
青
梅
警
察

署
防
犯
係  

☎
22
‐
０
１
１
０

　
　
　
　
　
　
内
線
２
１
６
２

【
都
税
に
つ
い
て
】

☆
５
月
は
自
動
車
税
種
別
割
の

納
期
で
す

　
自
動
車
税
種
別
割
は
、
毎
年

４
月
１
日
現
在
、
自
動
車
検
査

証
（
車
検
証
）
に
登
録
さ
れ
て

い
る
所
有
者
（
割
賦
販
売
の
場

合
は
使
用
者
）
の
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　
令
和
７
年
度
の
自
動
車
税

（
種
別
割
）
納
税
通
知
書
は
、

５
月
１
日
に
発
送
し
ま
し
た
の

で
、
６
月
２
日
（
月
）
ま
で
に

お
納
め
く
だ
さ
い
。

☆
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
方
へ

　
自
動
車
税
種
別
割
の
減
免
申

請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お

持
ち
の
方
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
、
自
動
車
税
種
別

割
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
納
期
限
の
６
月
２
日
（
月
）

ま
で
（
新
た
に
自
動
車
を
取
得

し
た
場
合
は
登
録
（
取
得
）
日

か
ら
１
か
月
以
内
）
に
申
請
が

必
要
で
す
。
都
税
事
務
所
、
都

税
支
所
、
支
庁
、
都
税
総
合
事

務
セ
ン
タ
ー
、
自
動
車
税
事
務

所
の
い
ず
れ
か
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。
　

※
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
　
☎
０
３
（
３
５
２
５
）

４
０
６
６
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☆
車
検
時
の
自
動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
の
提
示
が
省
略

で
き
ま
す

　
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検

査
（
車
検
）
を
受
け
る
運
輸
支

局
・
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

に
お
い
て
、
自
動
車
税
種
別
割

の
納
税
確
認
を
電
子
的
に
行
え

ま
す
の
で
、
車
検
時
に
必
要
と

な
る
納
税
証
明
の
提
示
を
省
略

で
き
ま
す
。
ま
た
、
納
税
証
明

紛
失
時
の
再
交
付
申
請
も
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
納
付
後
、
運

輸
支
局
・
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
に
て
納
税
確
認
が
で
き
る

ま
で
、
最
大
で
10
日
程
度
か
か

り
ま
す
。

主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
収

入
管
理
指
導
班

　
　
　
　
　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
２
９
８
４

【
消
費
者
相
談
】

～
１
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
相  

談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
～

〔
日
時
〕
　
５
月
22
日
（
木
）　

　
　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
２
階
会
議

室〔
相
談
員
〕
元
東
京
都
消
費
生

活
総
合
セ
ン
タ
ー
相
談
員

〔
費
用
〕
無
料

〔
主
な
相
談
内
容
〕　
水
回
り
修

理
ト
ラ
ブ
ル
・
契
約
ト
ラ
ブ
ル
・

通
信
販
売
ト
ラ
ブ
ル
・
点
検
商

法
な
ど

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産
業

課
　
　 

　 

☎
83
‐
２
２
９
５

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

　

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
二
次
元

コ
ー
ド
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。
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付
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で

は
、
非
通
知
や
「
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な
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国
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を
使
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電
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に
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を
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が
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○
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の
口
座
に
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る
お
金
を
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で

　
指
定
口
座
に
振
り
込
ん
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下

く
だ
さ
い
」

な
ど
と
言
い
、
ト
ー
ク
ア
プ
リ

で
警
察
手
帳
や
逮
捕
状
の
写
真

を
送
付
し
て
信
じ
さ
せ
、
お
金

を
送
金
さ
せ
る
手
口
で
す
。

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
高
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者
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
年
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を
問
わ
ず
携
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電
話
を

使
用
す
る
方
な
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誰
で
も
電
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を
受
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る
可
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性
が
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り
ま
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。
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で
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や
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で

示
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ん
。

＊
こ
の
よ
う
な
電
話
が
あ
っ
た

場
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は
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手
の
所
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・
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名

等
を
確
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し
必
ず
最
寄
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の
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に
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を
お

持
ち
の
方
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
、
自
動
車
税
種
別

割
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

　
納
期
限
の
６
月
２
日
（
月
）

ま
で
（
新
た
に
自
動
車
を
取
得

し
た
場
合
は
登
録
（
取
得
）
日

か
ら
１
か
月
以
内
）
に
申
請
が

必
要
で
す
。
都
税
事
務
所
、
都

税
支
所
、
支
庁
、
都
税
総
合
事

務
セ
ン
タ
ー
、
自
動
車
税
事
務

所
の
い
ず
れ
か
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

　

※
詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま

た
は
自
動
車
税
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
　
☎
０
３
（
３
５
２
５
）

４
０
６
６
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

☆
車
検
時
の
自
動
車
税
（
種
別

割
）
納
税
証
明
の
提
示
が
省
略

で
き
ま
す

　
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更
検

査
（
車
検
）
を
受
け
る
運
輸
支

局
・
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

に
お
い
て
、
自
動
車
税
種
別
割

の
納
税
確
認
を
電
子
的
に
行
え

ま
す
の
で
、
車
検
時
に
必
要
と

な
る
納
税
証
明
の
提
示
を
省
略

で
き
ま
す
。
ま
た
、
納
税
証
明

紛
失
時
の
再
交
付
申
請
も
不
要

で
す
。
た
だ
し
、
納
付
後
、
運

輸
支
局
・
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
に
て
納
税
確
認
が
で
き
る

ま
で
、
最
大
で
10
日
程
度
か
か

り
ま
す
。

主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
収

入
管
理
指
導
班

　
　
　
　
　

☎
０
３
（
５
３
８
８
）
２
９
８
４

【
消
費
者
相
談
】

～
１
人
で
悩
ま
ず
、
ま
ず
は
相  

談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
～

〔
日
時
〕
　
５
月
22
日
（
木
）　

　
　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

〔
会
場
〕
福
祉
会
館
２
階
会
議

室〔
相
談
員
〕
元
東
京
都
消
費
生

活
総
合
セ
ン
タ
ー
相
談
員

〔
費
用
〕
無
料

〔
主
な
相
談
内
容
〕　
水
回
り
修

理
ト
ラ
ブ
ル
・
契
約
ト
ラ
ブ
ル
・

通
信
販
売
ト
ラ
ブ
ル
・
点
検
商

法
な
ど

※
問
い
合
わ
せ
は
、
観
光
産
業

課
　
　 

　 

☎
83
‐
２
２
９
５

【
東
京
し
ご
と

　
　
セ
ン
タ
ー
多
摩
】

　

様
々
な
就
業
支
援
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
詳
細
は
二
次
元

コ
ー
ド
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。
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▼
青
梅
警
察
署

　か
ら
お
知
ら
せ
▲

★
「
あ
な
た
の
逮
捕
状
が
出
て

い
ま
す
」
は
詐
欺
★

　
現
在
、
青
梅
警
察
署
管
内
で

は
、
非
通
知
や
「
＋
８
１
」
な

ど
の
国
際
電
話
を
使
用
し
て
携

帯
電
話
に
警
察
官
を
騙
っ
た
ウ

ソ
の
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。

・「
○
×
県
警
察
の
○
○
で
す
」

・「
詐
欺
事
件
の
犯
人
を
捕
ま

　
え
た
ら
あ
な
た
名
義
の
口
座

　
が
出
て
き
た
」
　

・「
あ
な
た
の
口
座
が
マ
ネ
ー

　
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
に
使
わ
れ
て

　
い
る
」

・「
あ
な
た
は
事
件
の
容
疑
者

　
で
す
」

・「
あ
な
た
の
口
座
に
入
っ
て

　
い
る
お
金
を
調
査
す
る
の
で

　
指
定
口
座
に
振
り
込
ん
で
下

く
だ
さ
い
」

な
ど
と
言
い
、
ト
ー
ク
ア
プ
リ

で
警
察
手
帳
や
逮
捕
状
の
写
真

を
送
付
し
て
信
じ
さ
せ
、
お
金

を
送
金
さ
せ
る
手
口
で
す
。

　
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
、
高
齢
者
だ
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で
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あ
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ま
せ
ん
。

　
年
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携
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す
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方
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話
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受
け
る
可
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が
あ
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ま

す
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○
警
察
が
非
通
知
で
電
話
を
掛

け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
警
察
官
は
公
務
で
ト
ー
ク
ア

プ
リ
は
使
い
ま
せ
ん
。

○
警
察
手
帳
の
写
真
を
送
っ
た

り
は
し
ま
せ
ん
。

○
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ス
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示
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ま
せ
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っ
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は
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手
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所
属
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氏
名
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確
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し
必
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最
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り
の
警

察
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に
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
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梅
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。
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付
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後
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・
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